
○吉賀町萩・石見空港利用促進補助金交付要綱 

平成２６年３月２５日 

吉賀町告示第２０号 

（趣旨） 

第１条 町の交付する吉賀町萩・石見空港利用促進補助金（以下「補助金」という。）について、

吉賀町補助金等交付規則（平成１８年吉賀町規則第１３号）に定めるもののほか、この要綱に

定めるところによる。 

（交付目的） 

第２条 この要綱は、萩・石見空港の利用促進を目的として、町民が萩・石見空港を離発着する

航空機を利用した場合、その運賃の一部を補助金として交付する。 

（交付対象等） 

第３条 この補助の対象となる者（以下「対象者」という。）は、町内に住所を有する者のうち、

平成２７年４月１日以後に萩・石見空港を離発着する定期便を利用したものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。 

（１） 公務員（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家公

務員及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条に規定する地方公務員をいう。）

で、公務により利用した者 

（２） 航空運賃の全部又は一部を町が負担した者 

（３） 団体旅行その他の搭乗者本人の氏名が記載されない搭乗券によって利用した者 

（４） マイレージと交換した特典航空券その他の無償の搭乗券によって利用した者 

（５） 搭乗日において満３歳未満の小児（座席を確保し、航空運賃を支払った場合を除く。） 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。 

（１） 片道搭乗者 ２，０００円 

（２） 往復搭乗者 ４，０００円 

（交付申請及び請求） 

第５条 補助金の交付を受けようとするものは、当該補助金申請に係る航空便の搭乗日が属する

年度内に、吉賀町萩・石見空港利用促進補助金交付申請書、実績報告書及び請求書（様式第１

号）に搭乗券（写）を添付し、町長に提出するものとする。 

２ 吉賀町補助金等交付規則第４条第２項第３号の規定は、適用しない。 

（交付決定） 



第６条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を確認し、補助金を交付すべきものと認

めたときは、交付の決定を行い、吉賀町萩・石見空港利用促進補助金交付決定（却下）通知書

（様式第２号）により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第７条 町長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の返

還を命ずることができる。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年４月１日告示第６４号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日告示第５７―２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日（平成２８年４月１日）

から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、第１条の規定による改正前の吉賀町住民基本台帳記載事項実態調査実

施要綱、第２条の規定による改正前の吉賀町萩・石見空港利用促進補助金交付要綱、第３条の

規定による改正前の東京スカイツリー入場に関する補助金交付要綱、第４条の規定による改正

前の吉賀高等学校国内研修補助金交付要綱、第５条の規定による改正前の吉賀町サクラマスプ

ロジェクト補助金交付要綱、第６条の規定による改正前の吉賀町被災者生活再建支援金支給事

業実施要綱、第７条の規定による改正前の吉賀町東日本大震災被災者生活支援金支給要綱、第

８条の規定による改正前の吉賀町母子家庭高等技能訓練促進費支給事業実施要綱、第９条の規

定による改正前の吉賀町不育症治療費等助成金交付要綱、第１０条の規定による改正前の吉賀

町一時預かり事業実施要綱、第１１条の規定による改正前の吉賀町子育て支援ヘルパー派遣事

業実施要綱、第１２条の規定による改正前の吉賀町認知症対応型共同生活介護事業の家賃等助

成事業実施要綱、第１３条の規定による改正前の吉賀町障がい者自動車運転免許取得費補助金

交付要綱、第１４条の規定による改正前の吉賀町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要

綱、第１５条の規定による改正前の吉賀町障がい者日常生活用具給付等実施要綱、第１６条の

規定による改正前の吉賀町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱、第１



７条の規定による改正前の吉賀町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱、第１８条の規定

による改正前の吉賀町社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第１９条の規

定による改正前の吉賀町後期高齢者医療人間ドック及び脳ドック助成事業実施要綱、第２０条

の規定による改正前の吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金交付要綱、第２１条の規定によ

る改正前の吉賀町野菜等生産施設整備事業費補助金交付要綱、第２２条の規定による改正前の

吉賀町機構集積協力金交付要綱、第２３条の規定による改正前の吉賀町農地農業用施設整備事

業補助金交付要綱、第２４条の規定による改正前の吉賀町環境保全型農業直接支払交付金交付

要綱、第２５条の規定による改正前の吉賀町簡易作業路開設及び修繕事業費補助金交付要綱、

第２６条の規定による改正前の吉賀町中小企業設備貸与制度保証金補助金交付要綱、第２７条

の規定による改正前の吉賀町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱、第２８条の規定

による改正前の吉賀町地域商業等支援事業費補助金交付要綱、第２９条の規定による改正前の

吉賀町商工会補助金交付要綱、第３０条の規定による改正前の吉賀町自主防災関係団体運営補

助金交付要綱、第３１条の規定による改正前の吉賀町自主防災組織支援事業補助金交付要綱、

第３２条の規定による改正前の吉賀町自主防災組織育成助成事業補助金交付要綱及び第３３条

の規定による改正前の吉賀町防災士資格取得補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現

に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成３０年３月２６日告示第５７号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日告示第１１４号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年７月１日告示第１３０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年７月１日告示第１３９号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年４月１日告示第４３号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

 


